
社会３年「選挙制度」 Ａ.Ｈ教諭 
【授業の流れ】 

（１） 前時の復習 

 小選挙区制と比例代表制の特徴をテンポよく確認。 

  

（２）今日の目標の確認 

 

 

               平成 27年 6月，公職選挙法の一部を改正する法 

律が成立し，満 18年以上の者に選挙権が与えら 

れた。しかし，10代の投票率は決して高いもの 

ではない。 

 

 

 

スライド作成を通して，政治参加を自分事として 

考えることがねらい。 

 

（３）ペアでスライドを作成 

 

 

 

                 終始，和やかな 

雰囲気が漂う教室 

 

 

 

クロームブックの活用 

 

     

 

 

 

 

   政党のポスターも自分たちで作成         比例代表制では計算が必須 

  

（４）クラス全体で，互いのスライドを      （５）授業の振り返りも，クローム 

見合い，コメントを入れる。          ブックを活用。 

 

 

 

 

 

 

 

本校の今年度の重点目標  

【授業改善】「自己との対話から学びを深め，他者を意識した表現を工夫する生徒の育成」 


